
　日系企業にとって、中国においての訴訟は、中国企業寄りの判決となりがちであり、非常に対応が難しいと

お思いの企業も多々あると思います。

　また、日系企業にとって、中国内において販路開拓のため、中国企業との取引を開始または拡張されている

企業も多く、弊所におきましても、日々多くのご相談を頂いております。

　本セミナーでは、実際に数々の案件を処理してきた講師により、不法行為・契約管理の観点より、

原告側ならびに被告側のそれぞれの立場に立ち、様々な実例を交えて解説しますので、この機会にぜひご参加ください。
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主催

後援 日本国際貿易促進協会

２０１７年　第3回ＥＴＲセミナー

「中国における訴訟最前線 ～新たな変化～」　開催案内

会場

■講師略歴
広東広信君達法律事務所　高級パートナー弁護士
中山大学法学部卒業、広州市政府勤務後、成城大学法学部修士課程およ
び博士課程取得。１９９８年、弁護士資格取得。
その後、広東省の法律事務所にて経験を積み、２００６年６月より広東
信利盛達法律事務所（２０１２年１１月末に広東広信君達法律事務所に
改名）にて勤務。民商法、会社法、国際投資、国際貿易、知的財産、労
働法など幅広い分野にて日系企業をサポートしている。　また、２０１
６年７月には日本にて外国法事務弁護士資格を取得し、中国進出日系企
業本社側に対する中国法解釈サービスを提供している。

広信君達外国法事務弁護士事務所

　　外国法事務弁護士・中国弁護士

無料

日本語

２０１７年１１月１５日（水）　定員になり次第締め切りと致します

広信君達外国法事務弁護士事務所・広東広信君達法律事務所

　　　陳偉雄

東京会場大阪会場

１１月１７日（金）
１５：００～１７：００ （１４：３０受付開始）

産業メディカルセミナールーム
大阪市中央区本町１-５-６　山甚ビル３F

３０名

１１月２１日（火）
１５：００～１７：００（１４：３０受付開始）

虎ノ門法経ホール　大ホールＡ
東京都港区西新橋１-２０-３ 虎ノ門法曹ビルＢ１Ｆ

５０名

広東広信君達法律事務所

備考
・定員などの関係により、会場を変更させて頂く場合もございます。



様

様

様

【お願い】
お申込頂きました情報は、今後、主催者および関連会社主催セミナー、主催者および関連会社サービス
などのご案内のため利用させて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

　　下記にご記入の上、メールにてお申込み下さい。

２０１７年 第３回 ＥＴＲセミナー

参加申込書

■お申込み・お問合せ■

広信君達外国法事務弁護士事務所　安田

yasuda@etrlawfirm.jp

　　当日は、お名刺ならびに参加申込完了時にご案内する参加者番号をお知らせ下さい。

大阪 東京

貴社名 所在地

ご参加会場（チェックを入れて下さい）

電話番号 メールアドレス

ご相談内容

【参加者名】
お名前 ご所属・役職

【無料相談ご希望の方】お申込後、事務局よりご連絡いたします。
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